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２ 福島県市町村振興基金貸付規則 

 

昭和６３年６月２８日規則３０制定  

最終改正 令和８年３月２４日規則第８号 

（趣 旨） 

第１条  この規則は、福島県市町村振興基金条例（昭和 39 年福島県条例第 17号。以下「条

例」という。）の規定に基づく福島県市町村振興基金に属する現金（以下「資金」という。）

の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。 

（貸付けの区分、対象事業及び対象市町村） 

第２条  資金は、条例第 1 条に規定する建設事業（復旧復興事業枠に係る建設事業を除

く。）、公共施設等（地方財政法（昭和 23 年法律第 109 号）第 33 条の 5 の 8 に規定する

公共施設等をいう。）の除却に関する事業及び石綿による人の健康又は生活環境に係る被

害の防止に資する事業のための公共施設等整備事業枠、同条に規定する建設事業のうち

激甚災害（激甚
じん

災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和 37 年法律第

150 号）第 2 条第 1 項の規定により激甚災害として指定された災害をいう。以下同じ。）

に係る復旧及び復興に資する事業のための復旧復興事業枠並びに条例第 1 条に規定する

市町村財政の健全化に資する事業のための財政健全化事業枠に区分する。 

２ 資金の貸付対象事業は、別表第一のとおりとする。 

３ 資金の貸付対象市町村は、次に掲げる要件を備えた市町村（一部事務組合を含む。別

表第一から別表第三までを除き、以下同じ。）で、別表第二に掲げるものとする。 

一 当該市町村の行政を総合的かつ計画的に執行していること。 

二 財政の健全運営に努力していること。 

三 貸付けに係る資金の償還が確実であると見込まれること。 

（貸付条件） 

第３条  条例第 3条第 3項に規定する貸付利率及び償還期間は、別表第三のとおりとする。 

（貸付最低額等） 

第４条  資金の貸付けの最低額は、一件について次に定める額とし、一件の貸付金額には

10万円未満の端数を付けないものとする。 

一 人ロ 10万人以上の市    300万円 

二 その他の市         200万円 

三 町、村及び一部事務組合   100万円 

（借入申請） 

第５条  資金の貸付けを受けようとする市町村は、次に掲げる書類を添えて、福島県市町

村振興基金借入申請書（様式第 1号）を知事に提出しなければならない。 

一 事業実施状況報告書（様式第 2号） 
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二 起債議決書の写し 

三 その他知事が必要と認める書類 

（貸付決定） 

第６条  知事は、前条に規定する申請書を受理したときはその内容を審査し、適当と認め

たときは貸付けを決定し、当該申請書を提出した市町村に通知するものとする。 

（借用証書） 

第７条  前条の規定による貸付決定の通知を受けた市町村は、福島県市町村振興基金借用

証書（様式第 3 号）を知事に提出しなければならない。 

（資金の返還） 

第８条  知事は、資金の貸付けを受けた市町村（以下「借入市町村」という。）が貸付け

に係る事業の全部若しくは一部を実施しなかったとき、資金を目的以外に使用したとき

又は資金により整備された施設を譲渡し若しくは転用したときは、当該貸付けに係る資

金の全部又は一部を速やかに返還させるものとする。 

２ 知事は、借入市町村の貸付けに係る事業に要する経費が減少したときは、当該貸付け

に係る資金の全部又は一部を返還させることができる。 

（償還期日等） 

第９条  資金の貸付けに係る元利金の償還の期日は、毎年 3 月 25 日（その日が民法（明

治 29 年法律第 89 号）第 142 条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日

の翌日）とする。 

２ 前項に規定する償還は、福島県財務規則（昭和 39年福島県規則第 17 号）第 50条に規

定する納入通知書により行うものとする。 

（繰上償還） 

第10条 借入市町村は、繰上償還をしようとするときは、繰上償還をしようとする前条第 1

項に規定する日の属する年の前年の 12 月 20 日までに、福島県市町村振興基金繰上償還

申請書（様式第 5号）を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項に規定する申請書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めたと

きは繰上償還を承認し、当該借入市町村に通知するものとする。 

（延滞利息） 

第11条 借入市町村は、第 9 条第 1 項の規定により定めた償還の期日までに償還しなかっ

たときは、当該償還の期日の翌日から償還の日までの日数に応じ、その延滞した額につ

き福島県財務規則第 235 条第 1 項に規定する割合で計算した延滞利息を納付しなければ

ならない。ただし、知事が災害その他やむを得ない理由があると認める場合はこの限り

でない。 

（債務の承継） 

第12条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 7 条第 1 項に規定する廃置分合又は境界
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変更により、借入市町村から貸付けに係る債務を承継した市町村は、福島県市町村振興

基金債務承継報告書（様式第 6 号）により、速やかに知事に報告しなければならない。 

２ 借入市町村及び借入市町村から貸付けに係る債務を債務の引受けにより承継しようと

する市町村（次項において「申請市町村」という。）は、福島県市町村振興基金債務承継

承認申請書（様式第７号）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

３ 知事は、前項に規定する申請書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めたと

きは債務の承継を承認し、申請市町村に通知するものとする。 

（関係書類の整備） 

第13条 借入市町村は、資金の借入れ及び償還の状況を明らかにする帳簿その他の関係書

類を整備しておかなければならない。 

（報告、検査及び指示） 

第14条 知事は、必要があると認めるときは、借入市町村に対し、貸付けに係る事業の施

行状況及び前条の帳簿その他の関係書類の内容について報告を求め、検査を実施し、又

は必要な指示を行うことができる。 

（その他） 

第15条 この規則に定めるもののほか、資金の貸付けについて必要な事項は、別に定める。 

附 則 （昭和 63年 6月 28日規則第 30号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 福島県市町村振興基金条例の一部を改正する条例（昭和 63 年福島県条例第 11 号）に

よる改正前の条例の規定により貸し付けられた資金は、改正後の条例の規定及びこの規

則の規定により貸し付けられたものとみなす。ただし、利率、償還期間その他の貸付条

件は、なお従前の例による。 

３ 合併市町村（旧過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）第2条第1項に規

定する過疎地域をその区域とする市町村及び別表第二公共施設等整備事業枠の部準過疎

地域振興事業の項に規定する市町村を除く。）であつて、合併関係市町村（市町村の合併

によりその区域の全部又は一部が合併市町村の区域の一部となつた市町村をいう。）に別

表第二公共施設等整備事業枠の部準過疎地域振興事業の項に該当する市町村（当該市町

村の合併が行われた日の前日においてこの項の規定の適用を受けていた市町村を含む。

以下「旧準過疎市町村」という。）が含まれるものについては、当該合併市町村が旧準過

疎市町村の区域に係る準過疎地域持続的発展計画を策定し、当該計画に基づいて旧準過

疎市町村の区域において別表第一公共施設等整備事業枠の部準過疎地域振興事業の項に

規定する貸付対象事業を実施する場合に限り、別表第二の規定にかかわらず、第2条第1

項の公共施設等整備事業枠に係る第1条に規定する資金の貸付対象市町村とみなす。（平

15規則39・追加） 

附 則 （昭和 63年 10月 21 日規則第 59 号） 
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この規則は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成元年 2 月 7日規則第 10号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成元年 12月 15日規則第 90号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の際現に貸し付けられている改正前の福島県市町村振興基金貸付規則第 2 条

第 1 項の農業災害枠に係る改正後の福島県市町村振興基金貸付規則第 1 条に規定する資

金については、なお従前の例による。 

附 則 （平成 3年 3 月 26日規則第 8号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第 1 号及び様式第 3 号から様式第

7 号までの改正規定は平成 3 年 4 月 1 日から、別表第二準過疎地域振興枠の項対象市町

村の欄の改正規定中第 3号に係る部分は平成 4年 4 月 1日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に貸し付けられている準過疎地城振興枠に係る改正後の福島県

市町村振興基金貸付規則（以下「改正後の規則」という。）第 1条に規定する資金（以下

「資金」という。）については、なお従前の例による。 

３ 平成 2 年度における資金の貸付けに係る改正後の規則別表第二準過疎地域振興枠の項

の規定の適用については、同項中「次の各号のいずれか」とあるのは、「第 1 号」とする。 

４ 改正後の規則別表第三の規定は、この規則の施行の際現に貸し付けられている国民体

育大会枠に係る資金のこの規則の施行の日以後の償還期間に係る貸付利率についても適

用する。 

５ 様式第 4 号の改正規定の施行の際現に作成されている改正前の福島県市町村振興基金

貸付規則様式第 4号による用紙は、当分の間、使用することができる。 

附 則 （平成 5年 3 月 31日規則第 32号） 

 この規則は、平成 5 年 4月 1 日から施行する。 

附 則 （平成 6年 3 月 29日規則第 35号） 

１ この規則は、平成 6 年 4 月 1 日から施行する。ただし、別表第三準過疎地域振興枠の

項貸付利率の欄の改正規定は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の福島県市町村振興基金貸付規則（以下「新規則」という。）別表第三準過疎地

域振興枠の項貸付利率の欄の規定は、平成 6 年 3 月 1 日以降新規則第 1 条に規定する資

金（以下「資金」という。）を市町村に貸し付ける場合における利率について適用し、同

日前に資金を市町村に貸し付けた場合における利率については、なお従前の例による。 

３ 平成 6年 3 月 1日からこの規則（第 1 項ただし書に規定する改正規定に限る。）の施行

の日までの間において資金を市町村に貸し付けた場合において、新規則別表第三準過疎
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地域振興枠の項貸付利率の欄の規定による貸付利率が改正前の福島県市町村振興基金貸

付規則（以下「旧規則」という。）別表第三準過疎地域振興枠の項貸付利率の欄の規定に

よる貸付利率を超えることとなるときは、前項の規定にかかわらず、当該貸付に係る貸

付利率は、同欄の規定による貸付利率とする。 

４ この規則（第 1 項ただし書に規定する改正規定を除く。）の施行の際現に貸し付けられ

ている旧規則第 2 条第 1 項の地域活性枠及び特定地域振興枠に係る資金については、な

お従前の例による。 

５ 前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧規則第 2 条第 1 項の地域活性枠

に係る資金を平成 6 年 3 月 1 日以降市町村に貸し付ける場合における貸付利率について

は、旧規則別表第三地域活性枠の項貸付利率の欄中「年 3.5 パーセント」とあるのは、

「年 3.5 パーセント又は貸付日における資金運用部資金のうち普通地方長期資金に係る

貸付利率の 2分の 1の利率（小数点第 3位以下は、切り捨てる。）のいずれか低い利率」

とする。 

附 則 （平成 8年 3 月 29日規則第 27号） 

１ この規則は、平成 8 年 4 月 1 日から施行する。ただし、別表第二準過疎地域振興枠の

項対象市町村の欄に二号を加える改正規定（第五号に係る部分に限る。）は、平成 9年 4

月 1日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に貸し付けられている改正前の福島県市町村振興基金貸付規則

第 2条第 1項の特別事業枠（簡易排水施設整備事業に限る。）及び国民体育大会枠に係る

改正後の福島県市町村振興基金貸付規則第 1 条に規定する資金については、なお従前の

例による。 

附 則 （平成 10年 11月 4日規則第 93号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に貸し付けられている改正前の福島県市町村振興基金貸付規則

（以下「旧規則」という。）第 2条第 1項の特別事業枠（知事が別に定めるところにより

財政健全化計画又は財政中期計画を策定している市町村が実施する事業に限る。）に係る

改正後の福島県市町村振興基金貸付規則（以下「新規則」という。）第 1 条に規定する資

金については、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際現に旧規則第 7 条の規定により提出されている福島県市町村振興

基金借用証書は、新規則第 7 条の規定により提出された福島県市町村振興基金借用証書

とみなす。 

附 則 （平成 12年 9月 22日規則第 158 号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二準過疎地域振興枠の項対象市

町村の欄の改正規定中第二号に係る部分は平成 12 年の国勢調査の結果による人口の年

齢別構成が公表された日から施行する。 
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２ この規則の施行の際現に貸し付けられている改正前の福島県市町村振興基金貸付規則

第 2 条第 1 頁の準過疎地域振興枠に係る改正後の福島県市町村振興基金貸付規則（以下

「新規則」という。）第 1条に規定する資金については、なお従前の例による。 

３ 過疎地域自立促進特別措置法（平成 12 年法律第 15号）附則第 5 条第 1項の特定市町

村については、平成 12 年度から平成 16 年度までの間に限り、新規則別表第二の規定に

かかわらず、新規則第 2 条第 1 項の準過疎地域振興枠に係る新規則第 1 条に規定する資

金の貸付対象市町村とみなす。 

４ 新規則別表第一特別事業枠の部建設事業の項第 4 号に規定する合併市町村（過疎地域

自立促進特別措置法第 2 条第 1 項に規定する過疎地域をその区域とする市町村及び新規

則別表第二準過疎地域振興枠の部建設事業の項に規定する準過疎地域振興枠建設事業対

象町村を除く。以下同じ。）であって、合併関係市町村（市町村の合併（2 以上の市町村

の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一

部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。）によりその区域

の全部又は一部が合併市町村の区域の一部となった市町村をいう。）に前項の特定市町村

（当該市町村の合併が行われた日の前日においてこの項の規定の適用を受けていた市町

村を含む。以下「旧特定市町村」という。）が含まれるものについては、当該合併市町村

が旧特定市町村の区域に係る準過疎地域自立促進計画を策定し、当該計画に基づいて旧

特定市町村の区域において新規則別表第一一般事業枠又は準過疎地域振興枠の部建設事

業の項に規定する貸付対象事業を実施する場合に限り、前項の特定市町村とみなす。（平

15規則 39・追加） 

附 則 （平成 13年 3月 27日規則第 21号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成 14年 3月 26日規則第 23号） 

この規則は、平成14年４月１日から施行する。ただし、第８条に１項を加える改正規定

並びに別表第一から別表第三までの改正規定（別表第一の一般事業枠又は準過疎地域振興

枠の部建設事業の項及び特別事業枠の部建設事業の項に係る部分、別表第二の一般事業枠

の部建設事業の項、特別事業枠の部建設事業の項及び準過疎地域振興枠の部建設事業の項

に係る部分並びに別表第三の一般事業枠の部建設事業の項、特別事業枠の部建設事業の項、

準過疎地域振興枠の部建設事業の項及び備考に係る部分に限る。）は、公布の日から施行す

る。 

附 則 （平成15年3月28日規則第39号） 

１ この規則は、平成15年4月1日から施行する。 

附 則 （平成17年5月13日規則第76号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成18年12月22日規則第114号） 



－13－ 

 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 平成18年度同意等基準を公表する件（平成18年総務省告示第211号）第4の2の1に規定

する公債費負担適正化計画を策定している市町村は、平成18年度に限り、福島県市町村

振興基金貸付規則別表第一特別事業枠の部建設事業の項第1号に規定する財政計画策定

市町村とみなす。 

附 則 （平成19年3月30日規則第30号）抄 

（施 行 期 日） 

１ この規則は、平成 19年４月１日から施行する。 

（福島県市町村振興基金貸付規則の一部改正に伴う経過措置） 

７ 平成 19年 4月 1 日（以下「施行日」という。）前に第 10条の規定による改正前の福

島県市町村振興基金貸付規則（次項及び第 9 項において「旧規則」という。）様式第 4

号（第 1 片）による福島県市町村振興基金元利償還金納付書により償還が行われた場合

における施行日以後に送付されることとなる当該福島県市町村振興基金元利償還金納付

書に係る同様式（第 2 片）による福島県市町村振興基金元利償還金領収済通知書は、第

10条の規定による改正後の福島県市町村振興基金貸付規則（第 9 項において「新規則」

という。）様式第 4号（第 2片）による福島県市町村振興基金元利償還金領収済通知書

とみなす。 

８ 附則第 4項に規定する場合においては、同項に規定する任期中に限り、旧規則第 4号

（第 2片）の規定は、なおその効力を有する。 

９ 前項に規定する場合において、施行日から前項に規定する任期の末日までの間に旧規

則様式第 4号（第 1片）による福島県市町村振興基金元利償還金納付書により償還が行

われた場合における当該任期の末日の翌日以後に送付されることとなる当該福島県市町

村振興基金元利償還金納付書に係る同様式（第 2片）による福島県市町村振興基金元利

償還金領収済通知書は、新規則様式第 4号（第 2片）による福島県市町村振興基金元利

償還金領収済通知書とみなす。 

附 則 （平成 20年 3月 25日規則第 18号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成21年3月24日規則第20号） 

１ この規則は、平成21年4月1日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に貸し付けられている改正前の福島県市町村振興基金貸付規則

第2条第1項の一般事業枠、特別事業枠及び準過疎地域振興枠並びに附則第11項の特定市

町村緊急財政健全化事業枠に係る改正後の福島県市町村振興基金貸付規則第1条に規定

する資金については、なお従前の例による。 

附 則 （平成 22年 3月 19日規則第 13号） 

１ この規則は、平成22年4月1日から施行する。 
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附 則 （平成 23年 2月 4日規則第 3号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成23年3月29日規則第16号） 

この規則は、平成23年4月1日から施行する。 

附 則 （平成24年1月13日規則第1号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の福島県市町村振興基金貸付規則の規定は、平成23年3月11日以後に発生した激

甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和37年法律第150号）第2条

第1項の規定により指定された激甚災害（以下、「激甚災害」という。）に係る資金の貸付

対象事業について適用し、同日前に発生した激甚災害に係る資金の貸付対象事業につい

ては、なお従前の例による。 

附 則 （平成 25年 2月 5日規則第 2号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成 26年 12月 24 日規則第 85 号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成 27年 2月 27日規則第 7号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成 28年 3月 25日規則第 35号） 

この規則は、平成28年4月1日から施行する。 

附 則 （平成 28年 6月 7日規則第 56号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成 29年 1月 20日規則第 1号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成 29年 6月 20日規則第 50号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に貸し付けられている改正前の福島県市町村振興基金貸付規 

則第2条第1項の財政健全化事業枠に係る改正後の福島県市町村振興基金貸付規則第1条

に規定する資金については、なお従前の例による。 

附 則 （平成 30年 6月 12日規則第 52号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則 （令和元年５月７日規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則 （令和３年６月８日規則第５６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則 （令和５年１月24日規則第２号） 
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１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に貸し付けられている改正前の福島県市町村振興基金貸付規 

則第2条第1項の財政健全化事業枠に係る資金については、なお従前の例による。 

３ 令和５年度末までに改正後の別表第一財政健全化事業枠の部公社等経営健全化事業の

項第三号（以下この項において「当該規定」という。）に規定する公立病院経営強化プラ

ンを策定するための作業に着手している市町村（一部事務組合を組織する市町村を含む。

以下この項において同じ。）については、令和４年度及び令和５年度に限り、当該規定に

規定する公立病院経営強化プランを策定している市町村とみなす。この場合において、

当該規定中「実施する」とあるのは、「実施する又は実施する予定の」とする。 

附 則 （令和８年３月 24日規則第８号） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に貸し付けられている改正前の福島県市町村振興基金貸付規 

則第2条第1項の公共施設等整備事業枠及び財政健全化事業枠に係る資金については、な

お従前の例による。 
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別表第一（第２条関係） 

区  分 
貸   付   対   象   事   業 

事 業 名 事  業  内  容 

公共施設等整備事業

枠 

一般事業 次の各号（第1号から第4号までに掲げる事業にあつては、建設事

業に限る。）のいずれかに該当する事業 

一 交通通信施設の整備に係る事業 

二 教育文化施設の整備に係る事業 

三 厚生福祉施設の整備に係る事業 

四 産業振興施設の整備に係る事業 

五 公共施設等の除却に関する事業のうち知事が別に定める事業 

六 石綿による人の健康又は生活環境に係る被害の防止に資する事

業のうち知事が別に定める事業 

七 その他知事が特に必要と認める事業 

特別事業 次の各号いずれかに該当する事業 

一 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 19 年法律第

94 号。以下「健全化法」という。）第 4 条第 1 項の財政健全化計

画又は市町村財政計画（知事が別に定める方法により市町村が策

定した計画をいう。）を策定している市町村（以下「財政計画策定

市町村」という。）が実施する事業 

二 市町村の合併（2 以上の市町村の区域の全部若しくは一部をも

つて市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の

市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。以

下同じ。）により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは

一部を編入した市町村（以下「合併市町村」という。）が実施する

事業のうち当該市町村の合併が行われた日の属する会計年度から

これに続く 25会計年度までの間に実施する事業 

三 知事が別に定めるところにより合併重点支援地域として指定し

た地域をその区域に含む市町村（以下「合併重点支援地域市町村」

という。）が当該指定した地域において実施する事業又は地方自治

法第 7 条第 1 項の規定による市町村の廃置分合の申請後の当該申

請に係る合併に係る市町村（市町村の合併によりその区域の全部

又は一部が合併市町村の一部となる市町村に限る。以下「合併関

係市町村」という。）が実施する事業 

四 公共施設等の除却に関する事業のうち知事が別に定める事業 

五 石綿による人の健康又は生活環境に係る被害の防止に資する事

業のうち知事が別に定める事業 
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準過疎地

域振興事

業 

次の各号（第1号から第4号までに掲げる事業にあっては、建設事

業に限る。）のいずれかに該当する事業 

一 交通通信施設の整備に係る事業 

二 教育文化施設の整備に係る事業 

三 厚生福祉施設の整備に係る事業 

四 産業振興施設の整備に係る事業 

五 公共施設等の除却に関する事業のうち知事が別に定める事業 

六 その他知事が特に必要と認める事業 

復旧復興事業枠 復旧復興 

事業 

激甚災害に係る復旧及び復興に資する事業のうち知事が特に必要と

認める事業 

財政健全化事業枠 公債費負

担軽減事

業 

次の各号のいずれかに該当する事業 

一 この基金の貸付金以外の資金により起こした地方債（以下「通

常債」という。）のうち貸付利率が知事が別に定める基準以上で

ある地方債の借換え 

二 特定市町村緊急財政健全化事業枠（福島県市町村振興基金貸付

規則の一部を改正する規則（平成 21 年福島県規則第 20 号）によ

る改正前の福島県市町村振興基金貸付規則附則第 11 項に規定す

る事業枠をいう。）及び公債費負担軽減強化事業として貸し付けた

貸付金により起こした地方債（以下「特定基金地方債」という。）

のうちその最終の償還期日の属する会計年度において知事が特別

に認める地方債の借換え 

公社等経

営健全化

事業 

次の各号のいずれかに該当する事業 

一 市町村の将来負担比率（健全化法第 2 条第 4 号に規定する将来

負担比率をいう。）の計画的な低減に資するため、公有地の拡大の

推進に関する法律（昭和 47 年法律第 66号）第 10条又は第 13 条

の規定により当該市町村が設立し、又は出資した土地開発公社（以

下単に「土地開発公社」という。）から土地を取得する事業 

二 地方公営企業法（昭和 27年法律第 292号）第 2条第 2項及び第

3 項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する病院事業

（以下単に「病院事業」という。）を経営する市町村（病院事業を

一部事務組合が経営する場合における当該一部事務組合を組織す

る市町村を含む。）が実施する事業のうち当該病院事業に係る資金

不足比率（健全化法第22条第2項に規定する資金不足比率をいう。

以下同じ。）の計画的な低減に資する事業 

三 知事が別に定めるところにより策定した公立病院経営強化プラ

ン（令和 4 年 3 月 29 日付け総財準第 72 号総務省自治財政局長通

知による持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院

経営強化ガイドラインに基づいて策定された公立病院経営強化プ

ラン。以下「公立病院経営強化プラン」という。）に基づいて市町
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村が実施する当該公立病院経営強化プランに係る病院事業の経営

健全化事業 

公債費負

担軽減強

化事業 

地方財政法第５条各号のいずれかに該当する場合において知事が特

に必要と認める事業 

 

別表第二（第２条関係） 

区  分 対象事業 対 象 市 町 村 

公共施設等整備事業

枠 

 

一般事業 すべての市町村（一部事務組合を含む。以下この項において同じ。）

（実質公債費比率（地方財政法第 5 条の 3 第 4 項第 1 号に規定する

実質公債費比率をいう。以下同じ。）が 18 パーセント以上の市町村

にあつては、財政計画策定市町村に限る。） 

特別事業 次の各号のいずれかに該当する市町村 

一 財政計画策定市町村 

二 合併市町村（実質公債費比率が18パーセント以上の市町村（以

下「特定市町村」という。）にあつては、財政計画策定市町村に

限る。） 

三 合併重点支援地域市町村又は合併関係市町村（特定市町村にあ

つては、財政計画策定市町村に限る。） 

準過疎地

域振興事

業 

令和３年３月３１日において旧過疎地域自立促進特別措置法第２

条第１項の規定に基づく過疎地域をその区域とする市町村のう

ち、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年

法律第１９号。）第２条第１項に規定する過疎地域をその区域とす

る市町村以外の市町村であって、準過疎地域持続的発展計画（知

事が別に定める方法により市町村が策定した準過疎地域における

持続的な発展に関する計画をいう。）を策定し、当該計画に基づい

て別表第一に規定する準過疎地域振興事業を実施する市町村 

復旧復興事業枠 復旧復興 

事業 

激甚災害に係る復旧及び復興に資する事業を行う市町村（一部事務 

組合を含む。） 

財政健全化事業枠 公債費負

担軽減事

業 

次の各号のいずれかに該当する市町村 

一 特定市町村のうち財政計画策定市町村 

二 特定基金地方債の借換えを希望する市町村 

公社等経

営健全化

事業 

次の各号のいずれかに該当する市町村 

一 土地開発公社の債務についての保証契約に係る債務負担行為を

している市町村のうち財政計画策定市町村 

二 資金不足比率が零を超える病院事業の資金不足比率を低減させ

るための事業計画を策定している市町村（一部事務組合を組織す

る市町村を含む。） 
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三 公立病院経営強化プランを策定している市町村（公立病院経営

強化プランを策定している一部事務組合を組織する市町村を含

む。） 

公債費負

担軽減強

化事業 

次の各号のいずれにも該当する市町村 

一 借入年度の前年度の決算を含む３年度連続の決算において、経

常収支比率（臨時財政対策債を含む）が９５パーセント以上であ

る市町村 

二 借入年度の前年度の決算において、財政調整基金残高が標準財

政規模の５パーセント未満である市町村 

三 借入年度を含む直近５年度以内において、知事が別に定める方

法により実施する市町村財政診断を受けている市町村 

四 財政健全化に向けた独自の財政改革プランを策定し、住民に対

し当該財政改革プランの公表を行った市町村 

 

別表第三（第３条関係） 

区  分 対象事業 貸 付 利 率 償 還 期 間 

公共施設等整備事業

枠 

一般事業 貸付日における財政融資資金法（昭和26

年法律第100号）第10条第1項の規定によ

り財政融資資金が地方公共団体に対し普

通地方長期資金として貸し付けられる場

合の貸付利率のうち償還期間10年（うち

据置期間1年）の元利均等年賦償還に対応

する貸付利率（以下「財政融資資金の貸

付利率」という。） 

15年以内（うち据置期間

2年以内）。ただし、地方

財政法第33条の５の８

に規定する公共施設等

（以下「公共施設等」と

いう。）の除却に関する

事業については10年以

内 

特別事業 貸付日における財政融資資金の貸付利率

の二分の一の利率。ただし、財政計画策

定市町村、合併市町村、合併重点支援地

域市町村及び合併関係市町村が実施する

事業のうち知事が特に必要と認める事業

に係るものは、無利子とすることができ

る。 

15年以内（うち据置期間

2年以内）。ただし、公共

施設等の除却に関する

事業については10年以

内 

準過疎地

域振興事

業 

貸付日における財政融資資金の貸付利率

の二分の一の利率 

15年以内（うち据置期間

2年以内）。ただし、公共

施設等の除却に関する

事業については10年以

内 

復旧復興事業枠 

 

復旧復興 

事業 

無利子 15年以内（うち据置期間

2年以内） 
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財政健全化事業枠 公債費負

担軽減事

業 

一 通常債の借換えにあつては、貸付日

における財政融資資金の貸付利率の二

分の一の利率 

二 特定基金地方債の借換えにあつて

は、貸付日における財政融資資金の貸

付利率（知事が特に認める場合は、当 

該貸付利率以下の利率で知事が別に定

める利率） 

借換えを行おうとする

地方債の最終の償還期

日の属する会計年度の3

月25日までの期間（特定

基金地方債の借換えの

うち知事が特に必要と 

認める場合は、10年又は

15年） 

公社等経

営健全化

事業 

貸付日における財政融資資金の貸付利率

の二分の一の利率 

10年以内（うち据置期間

1年以内） 

公債費負

担軽減強

化事業 

貸付日における財政融資資金の貸付利率

の二分の一の利率（知事が特に認める場

合は、当該貸付利率以下の利率で知事が

別に定める利率） 

15年満期一括償還 

備考 １ 初年度の利息は、日割り計算の方法により貸付日の翌日から計算するものとする。この場合

において、閏年にあつては、1年を366日として計算する。 

２ この表に規定する貸付利率を算定する場合に、当該貸付利率に小数点第4位以下の端数があ

るときは、その端数を切り捨てた利率とする。ただし、小数点第4位以下の端数を切り捨てた

利率が零となる場合は、端数の切り捨てを行わない。 


